
第 76号議案 

 

豊後大野市奨学金返還支援基金条例の制定について 

 

 

豊後大野市奨学金返還支援基金条例を別紙のように定める。 

 

 

 令和元年 8月 30日 提出 

                       豊後大野市長 川 野 文 敏 

 

 

提案理由 

 

奨学金の返還を支援することにより、安心して教育を受けることのできる環境をつくる

とともに、豊後大野市への若者の移住・定住及び地元就業の促進を図り、もって活力ある

豊後大野市を目指すことを目的として条例を制定したいので、この案を提出するものであ

る。 



豊後大野市奨学金返還支援基金条例 

（設置） 

第１条 奨学金の貸与を受けて高校等を卒業した者に対し、その奨学金の返還を支援する

ことにより、安心して教育を受けることのできる環境をつくるとともに、豊後大野市へ

の若者の移住・定住及び地元就業の促進を図るため、豊後大野市奨学金返還支援基金（以

下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ

る。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入す

るものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分す

ることができる。   

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

（豊後大野市奨学金・入学準備金貸付基金条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 豊後大野市奨学金・入学準備金貸付基金条例（平成 23 年豊後大野市条例第 26 号。

以下「貸付基金条例」という。） 

 (2) 豊後大野市教育振興特別奨学金条例（平成 27年豊後大野市条例第 58号。以下「特

別奨学金条例」という。） 

 (3) 豊後大野市教育振興特別奨学金基金条例（平成 28年豊後大野市条例第 25号） 

（経過措置） 

３ この条例の施行の日前に前項第 1号の規定による廃止前の貸付基金条例の規定により



貸し付けられた奨学金及び入学準備金のうち、同日までに償還を完了していないものに

ついては、その償還が完了するまでの間、廃止前の貸付基金条例の規定は、令和 2 年 4

月 1日以後においても、なおその効力を有する。 

４ この条例の施行の日前に特別奨学金条例の規定により決定された特別奨学金の給付に

ついては、その給付期間が終了するまでの間、前項第 2号の規定による廃止前の特別奨

学金条例の規定は、令和 2年 4月 1日以後においても、なおその効力を有する。 

 

  




